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 （シート②） 

【建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替え（壁面広告を含む）、色彩の変更】 

項目 景観形成基準 チェック項目  （チェック例□） 適否※ 

形態 

意匠 

・周辺の景観との調和に配慮し、

圧迫感を与えないよう工夫する

こと。 

□ 隣接する建築物などと比べて、際立った外観と

なっていないか。 

□ 適 合 

□ 不適合 

□ 該当なし 

□ 歴史的なまちなみを形成している場所では、和

風の外観（屋根や外壁）を用いるなど、まちな

みとの調和に配慮しているか。 

□ 該当なし 

・外壁又は屋上に設ける施設は露

出させないようにし、建築物本

体及び周辺の景観との調和に配

慮した意匠とすること。 

□ 外壁部の屋外付帯施設・設備（屋外階段、ベラ

ンダ、配管等）は、目立たないように形態意匠

の工夫を行い、建築物本体及び周辺の景観との

調和に配慮しているか。 

□ 該当なし 

□ 屋上部の屋外付帯施設・設備（給水施設、屋外

機等）は、目立たないように形態意匠の工夫を

行い、建築物本体及び周辺の景観との調和に配

慮しているか。 

□ 該当なし 

【景観への配慮事項】※景観形成に向けて具体的に配慮した事項を記載すること。 

 

 

 

色彩 

・屋根及び外壁は、周囲の景観と

調和する落ち着きのある色彩を

基調とすること。 

 

・屋上工作物の色彩は、建築物本

体及び周辺の景観との調和を図

ること。 

□ 建築物の外観（屋根や外壁）の色彩は、周辺の

景観との調和に配慮した落ち着きのあるものを

基調としているか。 

□ 適 合 

□ 不適合 

□ 該当なし 

□ 屋上工作物の色彩は、建築物本体及び周辺の景

観との調和に配慮しているか。 

□ 該当なし 

□ 赤や黄色等の目立つ色をアクセントカラーとし

て導入する場合は、各立面の面積の２０％以内

とし、使用する色彩相互の調和、使用する量の

バランスに工夫しているか。 

□ 該当なし 

【景観への配慮事項】※景観形成に向けて具体的に配慮した事項を記載すること。 

 

 

 

その他 ・壁面広告物を施工する業者は、

山口県屋外広告業に登録してい

ること。(元請・下請とも必要) 

□ 壁面広告物を施工（模様替え含む）する場合

は、山口県屋外広告業の登録があるか。 

□ 適 合 

□ 不適合 

□ 該当なし 

※「適否」欄は、記入しないこと。 

※チェック項目が対象とならない場合は、「該当なし」欄にチェックする。 
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